
西成後見の会 セミナーPart8 のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時  2010 年３月５日（金）18：45 ～ 20：30 

※受付は 18：15 からです 

会  場  西成区民センター 1 階 大ホール 

 大阪市西成区岸里１－１－５０ 電話：06-6651-1131 

      ＜地図は裏面を参照ください＞ ※駐車場はありません 

主  催  特定非営利活動法人 西成後見の会 

後  援  西成区地域福祉アクションプラン推進委員会 

定  員  200 名 

参 加 費  無料 

申  込  指定の参加申込書によりＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。 

            ＦＡＸ番号 06-6651-3004 

（申込および問い合わせ先） 

  特定非営利活動法人 西成後見の会 事務局 

  〒557-0063 大阪市西成区南津守 7-12-32 白寿苑気付 

電話＆FAX  06-6651-3004 

申込締切日  2010 年３月１日 

※但し、定員になり次第締め切ります。なお参加証などはお送り

いたしません。定員を超えた場合のみ、ご連絡いたします。 

成成年年後後見見制制度度  

～～みみんんななががききききたたいい 5500 のの質質問問～～  
 

これまで何度か「成年後見制度」についてのセミナーを開催してきましたが、

やっぱり「難しい！」というご意見が多いようです。 

 

そこで、「制度のここがわからない」「もっとこんなことが知りたい！」という

みなさんの素朴な質問をお寄せいただき、それを元にしたセミナーを企画しまし

た。 

 

高齢になっても、認知症になっても、障がい等で判断能力が不十分な状態にな

っても、頼れる家族がいなくても、最期まで自分らしい暮らしを貫いていくのに、

成年後見制度はとても役に立ちます。 

 

この制度はどんなふうに使えるのか、使ったらどうなるのか、制度の詳しい中

味はどうなっているのか等々、みなさんと共有したいと思います。 

 

「制度のことなんて全然知らない」「ようわからん…」という方こそ大歓迎！ 

みなさん、ぜひお越しください！ 



 

会場案内図 

  西成区民センター  大阪市西成区岸里１－１－５０  

電話：06-6651-1131 

 

※ 駐車場はありませんので、公共交通機関を使ってお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「特定非営利活動法人 西成後見の会」は、成年後見制度を活用した権利擁護の活動を、地域

に根ざした形で取り組みたいという思いから、2002（平成14）年に任意団体として発足し、

2005年5月からはＮＰＯ（特定非営利活動）法人として活動を始めました。 

 西成区は、高齢化率も高く、ひとり暮らしの方もたくさんおられます。また、生活環境が十

分でない人たちも少なくありません。そうした人たちを取り巻く環境は、厳しさを増すばかり

です。また、認知症などにより判断能力が不十分になった場合の消費者被害や虐待などの不安

もあります。 

 「西成後見の会」は、地域の人たちと一緒に判断能力が不十分な人たちを支援するＮＰＯで

す。メンバーは、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、精神保健福祉士、弁護士、自治

体職員、大学教員、医師等で構成されています。現在は、法人後見の受任、後見事例の支援内

容の検討、学習会や市民向けのセミナー等に取り組んでいます。 

 「西成後見の会」は、「地域密着型ＮＰＯ」として、西成区の地域住民、専門職、行政機関、

地域組織等のみなさんと一緒に歩んでいきたいと考えています。 
 
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 
 

当会の活動を応援してくださる『賛助会員』を募集中。 
入会金は無料、年会費は１口3,000円です。寄付金も受け付けています。 
詳しくは、事務局までお問い合わせください。 
 

郵便振替口座 口座番号  00980-6-149278   

加入者名  特定非営利活動法人 西成後見の会 
 

※ 通信欄に「賛助会員年会費」と記入いただき、依頼人欄に氏名、住所、電話番号を明記ください。 

 

西成 

区役所 

 



西成後見の会 事務局 宛 （FAX 06-6651-3004） 

（〒557-0063 大阪市西成区南津守 7-12-32 白寿苑気付） 

 

成年後見制度 ～みんながききたい 50 の質問～ 

参加申込書 

ふりがな 

お名前 
 

所属  

連絡先 

（連絡先が所属先の場

合は□にチェックをいれ

てください） 

電話   （    ）     FAX    （    ） 
 
メール：                           
 

□上記は所属先 

＜備考＞車いすの利用、手話

通訳など、主催者側で配慮が

必要な事項があればご記入

ください 

 

【参加者のみなさんへの事前アンケート】 

みなさんからすでにいただいている質問です。 

あなたがと
・

くに
・ ・

関心のあるものに３つまでチェックをいれてみてください！ 
 

□ a．この制度を使ったら、どんないいことがあるの？ 

□ b．どんな人がどんな時に使える制度なの？ 

□ c．どうやったら使えるの？ その手続きの仕方はどうなっているの？ 

□ d．制度を使う前にいろいろ相談したいんだけど、どこに相談したらいいの？ 

□ e．制度を使うのには、どのぐらいの費用がかかるの？ 払えないと使えないの？ 

□ f．手続きをしてから実際に使えるまでに、どれくらいかかるの？すぐに使えるの？ 

□ g．「後見」だけじゃなく、「保佐」「補助」というのもきくけど、どこがどう違うの？ 

□ h．支援者は「使うべき」と思うけれど、本人は「使いたくない」。そういう場合はど

うしたらいいの？ 

□ i．後見人(保佐人、補助人)は誰が決めるの？ どうやって決まるの？ 

□ j．どんな人が後見人(保佐人、補助人)になれるの？ 資格は必要なの？ 

□ k．制度を使った場合、後見人(保佐人、補助人)はどんなことをしてくれるの？ 

□ l．後見人の仕事ってどんなことなの？ 活動にはどのくらい時間や労力がかかる？ 

□ m．後見人(保佐人、補助人)をサポートしてくれる仕組みはあるの？ 

□ n．後見人(保佐人、補助人)の支援に期限はあるの？ 
□ o．その他（                               ） 

 


